
▼
８
月
30
日
（
火
）
と
31
日
（
水
）
の

２
日
間
に
わ
た
り
千
葉
県
・
幕
張
メ
ッ
セ

で
自
治
労
本
部
第
96
回
定
期
大
会
が
対

面
と
ウ
ェ
ブ
の
併
用
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
会
津
総
支
部
か
ら
は
、
服
部
事
務
局

長
が
対
面
で
参
加
し
て
き
た
わ
け
で
す

が
、
各
県
本
部
か
ら
は
、
①
人
事
委
員
会

勧
告
へ
向
け
た
取
り
組
み
と
②
定
年
引
き

上
げ
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。 

▼
前
・
五
十
嵐
事
務
局
長
も
こ
の
機
関
紙

で
「
定
年
引
き
上
げ
」
に
つ
い
て
特
集
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
後
の
当
局
交
渉
へ
向

け
て
、
再
確
認
の
意
味
で
記
載
し
た
い
と

思
い
ま
す
。 

▼
ま
ず
は
、
制
度
の
お
さ
ら
い
で
す
。
下

の
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。
現
在
の
60
歳

定
年
が
65
歳
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
１
９
６
３
年

度
生
ま
れ
の
方
が
61
歳
定
年
、
以
降
定

年
が
１
歳
ず
つ
延
び
て
、
最
終
的
に
１
９

６
７
年
度
生

ま
れ
の
方
で

65
歳
定
年
と

な
り
ま
す
。 

▼
〔
再

任

用
〕
定

年

引

き

上

げ

に

伴

っ

て
、
現
在
の
再
任
用

は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

た
だ
、
段
階
的
な
定
年
引
き
上
げ
な
の

で
、
制
度
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
「
暫

定
再
任
用
」
と
し
て
残
り
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
例
え
ば
１
９
６
５
年
度
生
ま

れ
の
方
で
あ
れ
ば
、
63
歳
で
定
年
（
退

職
）
と
な
り
、
64
歳
と
65
歳
の
２
年
間

が
「
暫
定
再
任
用
」
と
な
り
ま
す
。 

▼
〔
現
業
職
〕
現
在
63
歳
定
年
と
し
て

い
る
自
治
体
で
は
、
２
０
２
９
年
度
以

降
、
定
年
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
２
０
３
１
年
度
に
65
歳
と
な
り
ま

す
。 

▼
〔
定
年
前
の
退
職
〕
60
歳
に
達
し
た

日
以
降
、
希
望
す
る
方
は
定
年
退
職
日

前
に
退
職
し
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
」
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
（
定
数
外
） 
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当局交渉へ向け「定年引き上げ」に関する質疑応答集を活用しよう！ 

当
局
交
渉
を
強
化
し
よ
う 

高
齢
に
な
っ
て
も
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
の
整
備
と
、

計
画
的
な
新
規
採
用
の
確
保
を
勝
ち
取
ろ
う
！ 

定年引上 

当面の日程 

■9月10日（土） 

12:30～県支部共済セ
ミナー（道の駅あいづ

湯川・会津坂下） 

■ブロック会議 

9月12日：南会津 

9月13日：北会・耶麻 

9月14日：両沼 

各18:30～ 
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秋季賃金確定闘争へ向け学習を強化しよう！ 

 

編
集
後
記 

▼
突
然
、
北
に
進
路
を
変
え
て
、
大
型

台
風
が
近
づ
い
て
く
る
よ
う
で
す
。 

▼
ま
だ
、
予
想
進
路
の
範
囲
が
大
き
い

状
態
で
す
が
、
会
津
に
直
接
的
影
響
が

出
る

の

は

６

日
（
火
）
か
ら

７

日

（
水
）
に
か
け
て
と
い
う
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
？
地
震
・
豪
雨
・
台
風
と
頻

繁
に
災
害
が
起
こ
る
今
日
こ
の
頃
、
毎

回
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す

が
、
今
一
度
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
防

災
グ
ッ
ズ
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
！ 

▼
自
分
も
家
に
帰
っ
て
、

非
常
食
の
賞
味
期
限
を
見

な
が
ら
、
古
い
も
の
は
消

費
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま

た
、
太

っ

て

し

ま

う

（
笑
）
。
（
坂
内
） 

 

≪自治労共済 掛金試算QRコード≫ 勤
務
職
員
制
度
を
導
入
し
、
職
員
の
希

望
に
基
づ
き
雇
用
を
確
保
す
る
こ
と
。 

③
〔
給
与
〕
60
歳
を
超
え
る
職
員
の

給
料
は
、
60
歳
前
の
７
割
以
上
と
す

る
こ
と
。 

④
〔
退
職
手
当
〕
60
歳
に
達
し
た
日

以
後
、
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し

た
職
員
を
定
年
退
職
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
。
ま
た
「
ピ
ー
ク
時
特
例
」
を
適

用
す
る
こ
と
。 

⑤
〔
新
規
採
用
〕
制
度
完
成
ま
で
、
隔

年
で
定
年
退
職
者
が
出
な
い
年
が
生
じ

る
が
、
新
規
採
用
は
計
画
的
に
毎
年
行

う
こ
と
。 

▼
以
上
で
す
。
こ
の
他
に
も
、
改
め
て

再
任
用
や
、
役
職
定
年
後
の
職
員
を
組

合
員
と
す
る
の
か
？

等
の
課
題
も
出
て
き

ま
す
。 じちろうマイカー共済 

団体生命共済（新制度） 

アクセスコード「 jichiro 」 

①車検証、②現在ご加入の保険証書

をお手元にご準備ください。 

▼
〔
給
料
〕
特
定
日
（
60
歳
を
超
え

た
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
）
の
給
料

月
額
は
、
特
定
日
現
在
の
給
料
月
額
の

７
割
水
準
と
な
り
ま
す
。 

▼
〔
退
職
手
当
〕
①
60
歳
ま
で
の
期

間
と
、
②
特
定
日
以
降
の
７
割
水
準
の

給
料
と
な
る
期
間
と
に
分
け
て
計
算
す

る
の
で
、
退
職
手
当
「
基
本
額
」
の
マ

イ
ナ
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

▼
〔
役
職
定
年
〕
管
理
監
督
職
員
（
管

理
職
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
）

は
、
原
則
と
し
て
60
歳
で
そ
の
役
職

か
ら
外
れ
、
管
理
監
督
職
以
外
の
職
に

後
任
・
異
動
と
な
り
ま
す
。
（
特
例
任

用
あ
り
） 

▼
次
に
各
自
治
体
議
会
に
お
け
る
条
例

改
正
に
つ
い
て
で
す
。
県
内
で
こ
の
９

月
議
会
に
条
例
改
正
案
を
上
程
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
福
島
市
・
伊
達
市
・
浪

江
町
の
３
つ
で
す
。
会
津
総
支
部
管
内

は
全
自
治
体
「
こ
れ
か
ら
」
と
い
う
状

況
で
す
。
条
例
改
正
に
あ
た
っ
て
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
記
載
し
ま
す
。 

①
〔
役
職
定
年
〕
役
職
定
年
（
管
理
監

督
職
勤
務
上
限
年
齢
）
を
導
入
す
る
こ

と
。
管
理
職
手
当
の
支
給
実
態
を
検
証

し
、
必
要
な
見
直
し
を
は
か
る
こ
と
。

役
職
定
年
の
例
外
に
つ
い
て
は
、
真
に

必
要
な
場
合
に
限
る
こ
と
。 

②
〔
再
任
用
〕
定
年
前
再
任
用
短
時
間 

№ 働き方の例 可否 

① 
60歳退職⇒65歳まで定年前再任用短

時間勤務職員 
○ 

② 
60歳退職⇒ブランク⇒定年前再任用

短時間勤務職員 
○ 

③ 
60歳退職⇒定年前再任用短時間勤務

職員⇒ブランク⇒再び勤務 
○ 

④ 

60歳退職⇒定年前再任用短時間勤務
職員⇒フルタイム暫定再任用（※経

過措置期間中のみ） 
○ 

⑤ 
60歳退職⇒定年前再任用短時間勤務

職員⇒常勤職員 
× 

⑥ 
59歳退職⇒ブランク⇒定年前再任用

短時間勤務職員 
× 

≪ 定年引き上げに伴う働き方の例 ≫ 


